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キャッチインターネットサービス契約約款 
第1章 総則 
 

（約款の適用） 

第1条 当社は、電気通信事業法（昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。）の規定に

基づきこのキャッチインターネットサービス契約約款（料金表を含みます。以下「約款」

といいます。）を定め、これによりキャッチインターネットサービスを提供します。 

 

（約款の変更） 

第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、

変更後の約款によります。 

 

（用語の定義） 

第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 

用 語 用 語 の 意 味 

1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して、他人の通信を媒介すること、その他電気通信

設備を他人の通信の用に供すること 

3 キャッチインター

ネットサービス網 

主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプ

ロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備（送信の

場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として

設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとし

ます。） 

4 取扱所交換設備 キャッチインターネットサービス取扱所に当社が設置する交換設備 

5 キャッチインター

ネット契約者回線 

キャッチインターネット契約に基づいて、取扱所交換設備と契約の申込

者の指定する場所との間に設置される電気通信回線 

6 キャッチインター

ネット契約者回線等 

キャッチインターネット契約者回線及び当社が必要により設置する電

気通信設備 

7 キャッチインター

ネットサービス取扱 

所 

キャッチインターネットサービスに関する業務を行う当社の事業所 

8 キャッチインター

ネット契約 

当社からキャッチインターネットサービスの提供を受けるための契約 

9 キャッチインター

ネット申込 

キャッチインターネット契約の申込み 

10 キャッチインター

ネット契約者 

当社とキャッチインターネット契約を締結している者 

11 保安器 キャッチインターネット契約者のうち、ケーブルインターネットにおい

て落雷及び電流の侵入を防止するため設置されるもの 

12 成端箱 キャッチインターネット契約者のうち、ネクストインターネットにおい

て設置されるもの 

13 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者（事業法第16条第１項の届出をした者

又は事業法第９条の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。）

との間の相互接続協定（当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気

通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。）

に基づく接続に係る電気通信設備の接続点。 

14 接続機器 当社電気通信回線の終端に位置し、端末設備とキャッチインターネット
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サービスに係る当社の設備との間の信号変換機能を有する機器 

15 端末設備 キャッチインターネット契約者回線の一端に接続される電気通信設備

であって、電気通信設備の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と

同一の構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は同一の建物内であ

るもの 

16 自営端末設備 キャッチインターネット契約者が設置する端末設備 

17 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以

外のもの 

18 ＩＰアドレス インターネットプロトコルとして定められているアドレス 

19 技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) 

20 消費税相当額 消費税法（昭和63年法律第108号）及び同法に関する法令の規定に基づ

き課税される消費税の額並びに地方税法（昭和25年法律第226号）及び

同法の規定に基づき課税される地方消費税の額 

21 IP電話サービス キャッチインターネット契約者の電話機等（契約者が接続機器に接続し

て使用する電話端末機等をいいます。）から入力された音声等をデジタ

ル化し、インターネットプロトコルによる通話を提供するサービス 

 

第2章 キャッチインターネットサービスの品目等 
 

（キャッチインターネットサービスの品目等） 

第4条 キャッチインターネットサービスには、料金表に定める品目があります。 

 

第3章 キャッチインターネットサービスの提供区域等 
 

（キャッチインターネットサービスの提供区域等） 

第5条  当社のキャッチインターネットサービスは、別記1に定める提供区域等において提供しま

す。 

 

第4章 契約 
 

（契約の種別） 

第6条 キャッチインターネットサービスに係る契約は、次の種類があります。ただし、料金表

に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

(1) キャッチインターネット契約 

 

（契約の単位） 

第7条 当社は、キャッチインターネット契約者回線1回線ごとに1のキャッチインターネット契

約を締結します。この場合、キャッチインターネット契約者は、1のキャッチインターネ

ット契約につき1人に限ります。 

 

（キャッチインターネット契約者回線の終端） 

第8条 当社は、キャッチインターネット契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、

当社の経路から原則として最短距離であって堅固に施設できる地点に接続機器、端末設備

等を設置し、これをキャッチインターネット契約者回線の終端とします。 

 2  当社は、前項の地点を定める時は、キャッチインターネット契約者と協議します。 

 

（キャッチインターネット申込の方法） 

第9条 キャッチインターネット契約の申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当

社所定の契約申込書をキャッチインターネットサービス取扱所に提出していただきます。 
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(1) キャッチインターネットサービスの品目 

(2) その他キャッチインターネット申込の内容を特定するために必要な事項 

 

（キャッチインターネット申込の承諾） 

第10条 当社は、キャッチインターネット申込があったときは、受け付けた順序に従って次項の

規定に定める内容について審査を行った上で申込を承諾します。 

2  当社は、次の場合には、キャッチインターネット申込を承諾しないことがあります。 

(1) キャッチインターネット契約者回線にあっては、それを設置し、又は保守することが技術

上著しく困難なとき。 

(2) キャッチインターネット申込みをした者がキャッチインターネットサービスの料金又は

工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(3) 上記のほか、当社の業務の遂行上支障があるとき。 

 

（最低利用期間） 

第11条 当社が提供するキャッチインターネットサービスについては、料金表に定めるところに

より、最低利用期間があります。 

2  前項の最低利用期間は、キャッチインターネット契約者回線の提供を開始した日から起

算して3ヶ月間とします。 

3  キャッチインターネット契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、

当社が定める期日までに、料金表に規定する額を支払っていただきます。 

 

（品目の変更） 

第12条 キャッチインターネット契約者は、当社が別に定めるところによりキャッチインターネ

ットサービスの品目の変更の請求をすることができます。 

2  当社は、前項の請求があったときは、第10条(キャッチインターネット申込の承諾)の規

定に準じて取り扱います。 

 

（キャッチインターネット契約者回線の移転） 

第13条 キャッチインターネット契約者は、キャッチインターネット契約者回線の移転の請求を

することができます。 

2   当社は、前項の請求があったときは、第10条(キャッチインターネット申込の承諾)の

規定に準じて取り扱います。 

 

（キャッチインターネット契約者回線の利用の一時中断） 

第14条 当社は、キャッチインターネット契約者から請求があったときは、キャッチインターネ

ット契約者回線の利用の一時中断（そのキャッチインターネット契約者回線を他に転

用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとしま

す。）を行います。 

 

（キャッチインターネット契約者回線の利用休止） 

第15条 当社は、キャッチインターネット契約者から請求があったときは、キャッチインターネ

ット契約者回線（利用開始後30日以上経過したものに限ります。以下この条において

同じとします。）の利用休止（休止再開を条件に、キャッチインターネット契約者回

線を撤去すること。以下同じとします。）を行います。 

2  キャッチインターネット契約者回線の利用休止期間（当該キャッチインターネット契約

者回線を利用できないようにした日から、利用できるようにした日の前日までの間を

いいます。以下同じとします。）は、30日を超えるものとし、1年を限度とします。な

お、1年を越える場合の利用休止の取り扱いについては、当社が認めた場合に限ります。 

3  利用休止期間または前項の最長期間が満了したとき、利用休止は終了し、本サービスの

提供が再開されます。なお、正当な理由が認められる場合を除き、再開後１年以内に



 4 

再度の利用休止はできません。 

4  当社は、キャッチインターネット契約者回線の利用を休止しているキャッチインターネ

ット契約者から再利用の請求があった場合には、第10条（キャッチインターネット申

込の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

（利用権の譲渡の禁止） 

第16条 利用権（キャッチインターネット契約者がキャッチインターネット契約に基づくキャッ

チインターネットサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。）を

譲渡することができません。 

 

（キャッチインターネット契約者が行うキャッチインターネット契約の解除） 

第17条 キャッチインターネット契約者は、キャッチインターネット契約を解除しようとすると

きは、そのことをあらかじめキャッチインターネットサービス取扱所に書面により通

知していただきます。 

2   前項による契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備等の資産等を撤去

いたします。ただし、撤去に伴い、キャッチインターネット契約者が所有、占有する敷

地、構築物等の復旧を要する場合、キャッチインターネット契約者はその復旧に係る復

旧費用を負担していただきます。 

 

（当社が行うキャッチインターネット契約の解除） 

第18条 当社は、次の場合には、そのキャッチインターネット契約者回線に係るキャッチインタ

ーネット契約を解除することがあります。 

(1) 第26条（利用停止）第1項の規定により利用停止されたキャッチインターネット契約者回

線について、キャッチインターネット契約者がなおその事実を解消しないとき。 

(2) そのキャッチインターネット契約者回線が第10条（キャッチインターネット申込の承諾）

第2項第3号の規定に該当することとなったとき。 

(3) 電力・電話の無電柱化等、当社、キャッチインターネット契約者いずれの責めに帰すべか

らざる理由により当社電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でキャ

ッチインターネットサービスの継続ができないとき。 

2  当社は、キャッチインターネット契約者が第26条（利用停止）第1項各号の規定のいずれ

かに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認めら

れるときは、前項第1号の規定にかかわらず、キャッチインターネット契約者回線の利用

停止をしないでそのキャッチインターネット契約者回線に係るキャッチインターネット

契約を解除することがあります。 

3  当社は、前2項の規定によりそのキャッチインターネット契約を解除しようとするときは、

あらかじめキャッチインターネット契約者にそのことをお知らせします。 

4  第1項による契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備等の資産等を撤去い

たします。ただし、撤去に伴い、キャッチインターネット契約者が所有、占有する敷地、

構築物等の復旧を要する場合、キャッチインターネット契約者はその復旧に係る復旧費

用を負担していただきます。 

 

（その他の提供条件） 

第19条 キャッチインターネットサービスに係るその他の提供条件については、当社が別に定め

るところによります。 

 

第5章 付加機能 
 

（付加機能の提供） 

第20条 当社は、キャッチインターネット契約者に料金表に定める付加機能を提供します。 

     キャッチインターネット契約者は、付加機能の契約をしようとするときは、事前に書面
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もしくは当社所定の電子的手段にてキャッチインターネットサービス取扱所に通知し

ていただきます。 

 この場合、当社は第10条（キャッチインターネット申込の承諾）の規定に準じて取り扱

います。 

2  前項の付加機能を提供する場合、当社は必要に応じて付加機能に要する機器等の提供を

行うことがあります。この場合、第23条（接続機器の提供等）の規定を準用します。 

 
（付加機能の変更・解除） 

第21条 キャッチインターネット契約者は、付加機能の契約の変更または解除をしようとすると

きは、事前に書面もしくは当社所定の電子的手段にてキャッチインターネットサービ

ス取扱所に通知していただきます。 

2   当社はキャッチインターネット契約が解除されたとき、付加機能の契約も解除します。 

 

第6章 接続機器の接続等 
 

 （施設の所有区分） 

第22条 当社及びキャッチインターネット契約者の施設所有区分は次の通りとします。 

(1) 取扱所交換設備から保安器出力端子、若しくは成端箱までの施設は、当社の施設とします。 

(2) 接続機器を除き、保安器出力端子、若しくは成端箱以降の施設はキャッチインターネット

契約者の施設とします。また、キャッチインターネット契約者は設置の際の使用機器、工

法について、当社の指示に従っていただきます。 

(3) 集合住宅等の共同引込の場合は、接続機器を除き、キャッチインターネット契約者施設室

内のテレビ端子以降をキャッチインターネット契約者の施設とします。なお、キャッチイ

ンターネット契約者施設室内のテレビ端子以前の施設については、別途締結する集合住宅

等導入に関する契約によります。 

 

（接続機器の提供等） 

第23条 当社は、当社接続機器を、原則として、キャッチインターネット契約者が指定する場所

に設置します。 

2  キャッチインターネット契約者は、接続機器の交換は請求できません。ただし、当社が

認める場合はこの限りではありません。 

3  キャッチインターネット契約者は、契約の解除があったときは、接続機器を当社に返還

していただきます。 

 

第7章 回線相互接続 
 

（当社の電気通信回線の接続） 

第24条 キャッチインターネット契約者は、そのキャッチインターネット契約者回線の終端にお

いて又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、キャッチインターネット契

約者回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をす

ることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場

所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を

特定するための事項について記載した当社所定の書面をキャッチインターネットサー

ビス取扱所に提出していただきます。 

2   当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その接続する電気通信サービス

に係る電気通信回線について規定する契約約款の規定により当社が承諾しない場合を除

いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線

により行う通信について、その品質を保証しません。 
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第8章 利用中止及び利用停止 
 

（利用中止） 

第25条 当社は、次の場合には、キャッチインターネットサービスの利用を中止することがあ 

ります。 

(1) 当社電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 

(2) 第27条（キャッチインターネットサービスの利用の制限）の規定により、キャッチインタ

ーネットサービスの利用を中止するとき。 

2  当社は、前項の規定によりキャッチインターネットサービスの利用を中止するときは、

あらかじめそのことをキャッチインターネット契約者に当社が別に定める方法により

お知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

（注）本条第2項に規定する当社が別に定める方法は、次のとおりとします。 

  （1）当社ホームページへの掲載 

  （2）電子メール若しくは郵便による通知 

 

（利用停止） 

第26条  当社は、キャッチインターネット契約者が次のいずれかに該当するときは、3ヶ月以内

で当社が定める期間（キャッチインターネットサービスの料金その他の債務（この約

款の規定により、支払いを要することとなったキャッチインターネットサービスの料

金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条におい

て同じとします。）が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまで

の間）、そのキャッチインターネットサービスの利用を停止することがあります。 

(1) 料金その他の債務について、支払い期日を経過してもなお支払わないとき。 

(2) 第43条（利用に係るキャッチインターネット契約者の義務）又は第44条（他人に使用させ

る場合のキャッチインターネット契約者の義務）の規定に違反したとき。 

2  当社は、前項の規定により、キャッチインターネットサービスの利用を停止しようとす

るときは、あらかじめその理由、利用停止する日及び期間をキャッチインターネット契

約者にお知らせします。 

 

第9章 キャッチインターネットサービスの利用の制限 
 

（キャッチインターネットサービスの利用の制限） 

第27条  当社は、キャッチインターネットサービスの全部を提供することができなくなったときは、

天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若し

くは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内

容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取

り扱うため、次に掲げる機関が利用しているキャッチインターネットサービス（当社がそ

れらの機関との協議により定めたものに限ります。）以外のキャッチインターネットサー

ビスの利用を中止する措置をとることがあります。 

 

機  関  名 
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気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

警察機関（海上保安の機関を含みます。以下同じとします。） 

防衛機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信の確保に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関 

水道の供給の確保に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

別記5の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 

預貯金業務を行う金融機関 

国又は地方公共団体の機関 

 

2 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を

超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 

3 当社は、キャッチインターネットサービスの運用及び品質の維持に必要であると判断した

場合、所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限する

ことがあります。 

4 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止す

るために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害

すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、キャッチ

インターネット契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧でき

ない状況に置くことがあります。 

5 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情

報についても閲覧できない状態に置く場合があります。 

6 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報の

みを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認めら

れる場合に限り行います。 

 

第10章 料金等 

 
第1節 料金及び工事に関する費用 

（料金及び工事に関する費用） 

第28条 当社が提供するキャッチインターネットサービスの料金、手続きに関する料金は、料金

表に定めるところによります。 

2   当社が提供するキャッチインターネットサービスの工事に関する費用は、工事費とし、

別に定めるところによります。 

 

（利用料金の減免） 

第29条 ＫＤＤＩ株式会社より当社を介して提供するケーブルプラス電話サービスを同時に利

用した場合、別表記載の定額利用料から別表記載の割引を致します。 

但し、キャッチインターネットサービス契約のうち、ネクストインターネットについ

ては本条は適用されないものとします。 

また1のキャッチインターネットサービス契約のうちケーブルインターネットに対し、

当社が提供する放送サービスも同時に利用した場合は適用となりません。 

 

第2節 料金等の支払義務 
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（料金の支払義務） 

第30条 キャッチインターネット契約者は、そのキャッチインターネット契約に基づいて当社が

キャッチインターネットサービスの提供を開始した翌日又は付加機能の提供を開始し

た日（接続機器の提供についてはその提供を開始した日）から起算してキャッチイン

ターネット契約の解除(接続機器についてはその廃止があった日)又は付加機能の契約

の解除があった日までの期間（提供を開始した日と解除等があった日と同一の日であ

る場合は、1日間とします。）について、料金表に規定する料金を支払っていただきま

す。 

2   前項の期間において、利用の一時中断等によりキャッチインターネットサービスを利

用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。 

(1)次の場合が生じたときは、キャッチインターネット契約者は、その期間中の料金を支払っ

ていただきます。 

ア 利用の一時中断をしたとき。 

    イ 利用停止があったとき。 

(2)前号の規定によるほか、キャッチインターネット契約者は、次の表に規定する場合を除い

て、キャッチインターネットサービスを利用できなかった期間中の料金を支払っていただ

きます。 

区別 支払いを要しない料金 

1 キャッチインターネット契約者の責めによ

らない理由により、そのキャッチインターネ

ットサービスを全く利用できない状態（その

契約に係る電気通信設備による全ての通信

に著しい支障が生じ、全く利用できない状態

と同程度の状態となる場合を含みます。以下

同じとします。）が生じた場合（2欄又は3欄

に該当する場合を除きます。）に、そのこと

を当社が知った時刻から起算して、24時間以

上その状態が連続したとき。 

そのことを当社が知った時刻以降の

利用できなかった時間（24時間の倍

数である部分に限ります。）に対応

するキャッチインターネットサービ

ス（キャッチインターネットサービ

スの一部を利用できなかった場合

は、その部分に限ります）について

の料金 

2 当社の故意又は重大な過失によりそのキャ

ッチインターネットサービスを全く利用で

きない状態が生じたとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の

利用できなかった時間について、そ

の時間に対応するそのキャッチイン

ターネットサービス（そのキャッチ

インターネットサービスの一部を利

用できなかった場合は、その部分に

限ります。）についての料金 

3 キャッチインターネット契約者回線の移転

又は接続機器の移転に伴って、キャッチイン

ターネットサービスを利用できなくなった

期間が生じたとき（キャッチインターネット

契約者の都合によりキャッチインターネッ

トサービスを利用しなかった場合であって、

そのキャッチインターネット契約者回線等

を保留したときを除きます。）。 

利用できなくなった日から起算し、

再び利用できる状態とした日の前日

までの日数に対応するそのキャッチ

インターネットサービス（そのキャ

ッチインターネットサービスの一部

を利用できなかった場合は、その部

分に限ります。）についての料金 

 

（手続きに関する料金の支払義務） 

第31条 キャッチインターネット契約者は、キャッチインターネットサービスに係る手続きを要

する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する手続きに関する料金の支払

いを要します。 

 

（付加機能に関する料金の支払義務） 
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第32条 キャッチインターネット契約者は、キャッチインターネットサービスに係る付加機能の

提供の申込みを行い、その承諾を受けたときは、料金表に規定する付加機能に関する料

金の支払いを要します。 

 

（工事費の支払義務） 

第33条 キャッチインターネット契約者は、キャッチインターネット契約の申込み又は工事を要

する請求をし、その承諾を受けたときは、別に規定する工事費を支払っていただきま

す。 

    ただし、工事の着手前にそのキャッチインターネット契約の解除又はその工事の請求の

取消し（以下この条において「解除等」といいます。）があった場合は、この限りで

はありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工

事費を返還します。 

2   工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、キャッチイ

ンターネット契約者はその工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部

分について、その工事に要した費用を負担して頂きます。この場合において、負担を

要する額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

第3節 料金の計算等 

（料金の計算等） 

第34条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金表に定めるとこ

ろによります。 

 

第4節 割増金及び遅延損害金 

（割増金） 

第35条 キャッチインターネット契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた

場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）

の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方

法により支払っていただきます。 

 

（遅延損害金） 

第36条 キャッチインターネット契約者は、料金その他の債務（遅延損害金を除きます。）につ

いて支払期日を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から起算して

支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金

として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌

日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。 

 

第11章 保守 
 

（キャッチインターネット契約者の維持責任） 

第37条 キャッチインターネット契約者は、そのキャッチインターネット契約者回線に接続され

ている自営端末設備又は自営電気通信設備を別表1の技術基準及び技術的条件に適合す

るよう維持していただきます。 

 

（キャッチインターネット契約者の切分責任） 

第38条 キャッチインターネット契約者は自営端末設備又は自営電気通信設備がキャッチイン

ターネット契約者回線に接続されている場合であって、キャッチインターネット契約

者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営

端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、当社に修理の請求をし

ていただきます。 

2   前項の確認に際して、キャッチインターネット契約者から請求があったときは、当社
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は、キャッチインターネットサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験

を行い、その結果をキャッチインターネット契約者にお知らせします。 

3   当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合

において、キャッチインターネット契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、

故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、キャッチインター

ネット契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要

する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

（修理又は復旧の順位） 

第39条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理

し、又は復旧することができないときは、第27条（キャッチインターネットサービス

の利用の制限）の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に

従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び

第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定め

たものに限ります。 

 

順 位 修 理 又 は 復 旧 す る 電 気 通 信 設 備 

1 

気象機関に設置されるもの 

水防機関に設置されるもの 

消防機関に設置されるもの 

災害救助機関に設置されるもの 

警察機関に設置されるもの 

防衛機関に設置されるもの 

輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

2 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

選挙管理機関に設置されるもの 

別記5に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 

預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 

国又は地方公共団体の機関に設置されるもの（第1順位となるものを除きます） 

3 第1位順位及び第2位順位に該当しないもの 

 

第12章 損害賠償 
 

（責任の制限） 

第40条 当社は、キャッチインターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰

すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのキャッチインターネットサービ

スが全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい

支障を生じ、全く利用できない状態と同じ程度の状態を含みます。以下この条におい

て同じとします。）にあることを当社が知った時刻から起算して、第30条（料金の支

払義務）第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、そ

のキャッチインターネット契約者の損害を賠償します。 

2  前項の場合において、当社は、キャッチインターネットサービスが全く利用できない状

態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第30条（料金の支払

義務）第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応す

るそのキャッチインターネットサービスに係る料金額（そのキャッチインターネット

サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額）を発生し

た損害とみなし、その額に限って賠償します。 
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3  当社の故意又は重大な過失によりキャッチインターネットサービスの提供をしなかった

ときは、前2項の規定は適用しません。 

  （注）本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金

額の算定に当たっては、料金表の規定に準じて取り扱います。 

 

（免責） 

第41条 当社は、キャッチインターネットサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤

去、修理又は復旧の工事に当たって、キャッチインターネット契約者に関する土地、

建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるもので

あるときは、その損害を賠償しません。 

 

第13章 雑則 
 

（承諾の限界） 

第42条 当社は、キャッチインターネット契約者から工事その他の請求があった場合に、その請

求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当

社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場

合は、その理由を請求した者にお知らせします。 

ただし、この約款に特段の規定がある場合には、その定めるところによります。 

 

（利用に係るキャッチインターネット契約者の義務） 

第43条 キャッチインターネット契約者は、当社がキャッチインターネット契約に基づき設置し

た電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設

備に線条その他の導体を連絡しないことを守っていただきます。 

ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときは、この限りで

ありません。 

2  キャッチインターネット契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は

 き損したときは、当社が指定する日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費

 用を支払っていただきます。 

3  別途定めるキャッチインターネットサービス利用規約を遵守いただきます。 

 

（他人に使用させる場合のキャッチインターネット契約者の義務） 

第44条 キャッチインターネット契約者は、当社がキャッチインターネット契約に基づき設置し

た電気通信設備をキャッチインターネット契約者以外の者に使用させる場合は、前条の

ほか次のことを守っていただきます。 

(1) キャッチインターネット契約者は、前条の適用については、善良な管理者の注意を怠ら

なかった場合を除いて、当社がキャッチインターネット契約に基づき設置した電気通信

設備を使用する者の行為についても、当社に対しての責任を負っていただきます。 

(2) キャッチインターネット契約者は、当社がキャッチインターネット契約に基づき設置し

た電気通信設備に関する料金又は工事に関する費用のうち、その電気通信設備を使用す

る者の使用によるものについて、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。 

 

（キャッチインターネット契約者回線の設置場所の提供等） 

第45条 当社は、当社電気通信設備を設置する為に必要最小限の範囲において、キャッチインタ

ーネット契約者が所有、もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用させて

いただきます。 

2  キャッチインターネット契約者は、キャッチインターネット契約者回線の終端のある構

内（これに準ずる区域内を含みます。）又は建物内において、当社の電気通信設備を

設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担に

よりその特別な設備を設置していただきます。 
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3  キャッチインターネット契約者は、契約の締結について賃貸借人その他利害関係人があ

る場合、事前に必要な承諾を得るものとし、キャッチインターネット契約に関し責任

を負っていただきます。 

 

（キャッチインターネット契約者からの電気の提供） 

第46条 当社が契約に基づき設置する接続機器に必要な電気は、キャッチインターネット契約者

から提供していただきます。また当社が契約に基づき設置する電気通信設備に伴い電

気が必要な場合はキャッチインターネット契約者に提供していただきます。 

 

（技術資料の閲覧） 

第47条 当社は、当社が指定するキャッチインターネットサービス取扱所において、キャッチイ

ンターネットサービスを利用するうえで参考となる別記6の事項を記載した技術資料を

閲覧に供します。 

 

（法令に規定する事項） 

 第48条 キャッチインターネットサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項につ

いては、その定めるところによります。 

     （注）法令に定めがある事項については、別記4に定めるところによります。 

 

（閲覧） 

第49条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供

します。 

 

（通信の秘密） 

第50条 

  当社は、電気通信事業法第４条に基づき、キャッチインターネット契約者の通信の秘密

を守るものとします。  

2  刑事訴訟法第２１８条（令状による捜索）その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍

受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく

強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘

義務を負わないものとします。 

3  特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第４

条（発信者情報の開示請求等）に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、

当該開示請求の範囲で第１項の守秘義務を負わないものとします。 

 

（個人情報） 

第51条 

    当社は、キャッチインターネット契約者の個人情報（以下「個人情報」といいます。）を

個人情報の保護に関する法律及び当社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適

切に取り扱うものとします。 

 2    当社は、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。 

（1） サービスを提供すること（契約管理、料金課金、保守・サポート対応等を含みます） 

 （2） サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及び分析を行うこと。 

（3） 個々のキャッチインターネット契約者に有益と思われる当社のサービスまたは当社の業務

提携先の商品、サービス等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、または電話する

こと。なおキャッチインターネット契約者は当社が別途定める方法で届出ることにより、

この取り扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。 

（4） キャッチインターネット契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電

子メール、郵便等を送付し、または電話すること。 

（5） サービス開発のため、開発試験募集の案内を郵便、電子メール等により送付し、または電
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話すること。 

（6） キャッチインターネット契約者の解約日より1年間を限度として、前５号に定める利用目

的の範囲内において個人情報を取り扱うこと。 

 （7） その他キャッチインターネット契約者から得た同意の範囲内で利用すること。 

 3  当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することがで

きるものとします。 

 4  当社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三

者に個人情報を開示、提供しないものとします。 

 5  前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律 第23条（第三者提供の制限）に該当す

る場合、当社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。 

 6  当社は、キャッチインターネット契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識

別・特定できないように加工したもの（以下「統計資料」といいます。）を作成し、新規

サービスの開発等、業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、

統計資料を業務提携先等に提供することがあります。 

 7  当社は、キャッチインターネット契約者から当社が保有する個人情報の開示を請求された

場合は、別途定める手数料を徴収できるものとします。  
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別記 

 1 キャッチインターネットサービスの提供区域等 

 当社のキャッチインターネットサービスは、次に掲げる市町村の区域とします。 

愛知県刈谷市、安城市、高浜市、知立市、碧南市、西尾市 

 

   （注）当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、キャッチインターネットサー

ビスの需要と供給の見込み等を考慮してサービス提供区域を設定します。 

 

2 キャッチインターネット契約者の地位の承継 

(1) 相続または法人の合併によりキャッチインターネット契約者の地位の承継があったときは、

相続人又は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書

類を添えて、速やかにキャッチインターネットサービス取扱所に通知していただきます。 

(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表

者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。 

(3) 当社は、(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、その相続人のうち1人を代表者と

して取り扱います。 

 

 3 キャッチインターネット契約者の氏名等の変更 

(1)  キャッチインターネット契約者は、その氏名、名称又は住所もしくは居所に変更があった

 ときは、そのことを速やかにキャッチインターネットサービス取扱所に届け出ていただき

 ます。 

(2)  (1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示してい

 ただくことがあります。 

 

  4 当社の維持責任 

     当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和60年郵政省令第

     30号）に適合するように維持します。 

 

  5 新聞社等の基準 

 

用   語 用  語  の  意  味 

1 新聞社 

次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論

議することを目的としてあまねく発売されること  

(2) 発行部数は、一の題号について8,000部以上であること 

2 放送事業者 
電波法（昭和25年法律第131号）の規定により放送局の免許

を受けた者 

3 通信社 

新聞又は放送事業者にニュース（1欄の基準のすべてを備え

た日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするための

ニュース又は情報（広告を除きます。）をいいます。）を供

給することを主な目的とする通信社 

 

6 技術参考資料の項目 

 

自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 

(1) 物理的条件 

(2) 電気的条件 

(3) 論理的条件 

 



 15 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は平成13年7月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は平成14年7月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は平成15年6月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は平成16年7月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は平成16年11月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は平成16年12月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は平成17年4月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は平成18年11月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は平成19年3月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は平成21年1月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は平成21年10月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は平成22年8月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 
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 この改正規定は平成22年10月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は平成23年4月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は平成23年9月22日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は平成24年4月1日から実施します。 

 

（経過措置） 

 「ケーブルインターネット契約約款」は「キャッチインターネット契約約款」として改正し、

ケーブルインターネットサービスは、キャッチインターネットサービスの品目として提供するこ

ととします。 

 この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、

なお従前のとおりとします。 
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ケーブルインターネットサービス料金表 
通則 

（料金の計算方法） 

1 当社は、キャッチインターネット契約者がそのキャッチインターネット契約に基づいて

支払う料金を暦月に従って計算します。 

 

2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金（以下この条において「月

額料金」といいます。）をその利用日数に応じて日割します。 

 ただし付加機能使用料についてはこの限りではなく、日割いたしません。 

(1) 暦月の初日以外の日にキャッチインターネットサービスの提供開始（接続機器につい

てはその提供の開始）があったとき 

(2) 暦月の初日以外の日にキャッチインターネット契約の解除があったとき。 

(3) 暦月の初日にキャッチインターネットサービスの提供の開始（接続機器についてはそ

の提供の開始）を行い、その日にそのインターネット契約の解除があったとき。 

(4) 第30条（料金の支払義務）第2項第2号の表の規定に該当するとき。 

(5) 暦月の初日以外の日にキャッチインターネットサービスの品目の変更があったとき。 

 

3 2の規定による月額料金の日割は、暦数により行います。 

 

（端数処理） 

4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、そ

の端数を切り捨てます。 

 

（料金等の支払い） 

5 キャッチインターネット契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定す

る期日までに、当社が指定するキャッチインターネットサービス取扱所又は金融機関、

クレジットカード等によるものとし、会社は請求書を発行しないものとします。また、

利用料金その他の金融機関の自動振替、自動払込、クレジットカードによる支払につい

て、領収書は発行しないものとします。 

 

6 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

 

（料金の一括後払い） 

7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5の規定にかかわらず、キャッチインターネッ

ト契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払

っていただくことがあります。 

 

（前受金） 

8 当社は、料金又は工事に関する費用については、キャッチインターネット契約者が希望

される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金をお預かりすること

があります。 

 (注)8に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として

預かることとします。 

 

（消費税相当額の加算） 

9 第30条（料金の支払義務）から第33条（工事費の支払義務）までの規定その他この約款の

規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている

額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。 

（注１）9において、この料金表に定める額とされているものは、本体価格（消費税相当額

を加算しない額をいいます。以下同じとします。）によるものとします。 
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（注２）この料金表において税抜価格と表示されている額は、本体価格とします。 

（注３）この料金表の規定により支払いを要することとなった料金または工事に関する費用

等については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。 

 

（料金等の臨時減免） 

10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表及び約款の規定

にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。 

(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、キャッチインターネットサービス取扱所に掲

示する等の方法により、そのことをお知らせします。 

 

クレジットカード支払いに関する特約 

①キャッチインターネット契約者は、キャッチインターネット契約者が支払うべき料金等を、キ

ャッチインターネット契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に

基づいて支払うものとします。 

②キャッチインターネット契約者は、キャッチインターネット契約者から当社に申し出をしない

限り継続して前項と同様に支払うものとします。 

また、当社が、キャッチインターネット契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社

の指示により、キャッチインターネット契約者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金

請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。 

③ キャッチインターネット契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更

があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。 

④当社は、キャッチインターネット契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場

合はもちろん、キャッチインターネット契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の

支払い状況によっては、当社またはキャッチインターネット契約者の指定したクレジットカー

ド会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。 
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第1表 適用 

 

1 キャッチインターネットサービスの品目 

   キャッチインターネットサービスには、以下に定める品目があります。 

 （１）ケーブルインターネット 

 （２）ネクストインターネット（戸建向け） 

 

第2表 料金（ケーブルインターネットに関するもの） 

 

1 定額利用料 

 1-1 適用 

   定額利用料の適用については、第30条（料金の支払義務）に定めるところによります。こ

の場合において、同条により支払いを要する料金の額は、2-2（料金額）の規定の額とし

ます。 

区分 内容 

最低利用期間内

にキャッチイン

ターネット契約

の解除等があっ

た場合の料金の

適用 

ア キャッチインターネットサービスには最低利用期間があり

ます。 

イ キャッチインターネット契約者は、最低利用期間内にキャ

ッチインターネット契約の解除があった場合は、第30条（料

金の支払義務）及び料金表の規定にかかわらず、残余の期

間に対応する料金（定額利用料とします。）に相当する額

を、一括して支払っていただきます。 

細目の変更を行

った場合の料金

の適用 

ア キャッチインターネットサービスには1-3（料金額）（ケー

ブルインターネットに関するもの）（１）基本料に定める

サービスの細目があります。 

イ キャッチインターネット契約者は、細目の変更を当社に請

求することができます。当社はこの請求に基づき暦月単位

で細目の変更を行います。 

ウ 接続機器の交換などにより、イの対応が困難と当社が判断

した場合は、可能な限り速やかに品目の変更を行うものと

し、この場合は1-3（料金額）（ケーブルインターネットに

関するもの）（１）基本料に定める月額料金額をその利用

日数に応じて日割した料金に相当する額を、一括して支払

っていただきます。 

第29条（利用料金

の減免）に該当す

る場合に適用す

る割引額 

315円/月額 

ただしキャッチインターネットサービスもしくはケーブルプラ

ス電話サービスのいずれかの定額利用料が日割計算される場合

には、割引適用はされないものとします。 

※キャッチインターネット契約者（ケーブルインターネットに限ります）が、放送サービス（光施

設によるもの）、ケーブルプラス電話（タイプ２）若しくはその両方を申し込みする場合、現に契

約しているケーブルインターネットをネクストインターネットへ変更することを承諾するものと

します。 

 

 1-2 定期契約 

 ■第１種定期契約【光ハイブリッドライト】 

（１）定義等 

 ア 第1種定期契約とは、本約款に定めるキャッチインターネット（ケーブルインターネットサ

ービス 5M コースに限ります。（以下本規定において同じとします。））の契約を締結して

おり、なおかつ当社が別に提供するHFC施設によるデジタル放送サービス（デジタルエント

リーコースに限ります。（以下本規定において同じとします。））およびＫＤＤＩより当社
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を介して提供するケーブルプラス電話サービスタイプ１（以下本規定において同じとしま

す。）の契約を締結しているキャッチインターネット契約者から申込があり、当社が承諾し

た場合、当社がデジタル放送サービス、キャッチインターネットサービスおよびケーブルプ

ラス電話サービスの提供を開始した日（現にデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サ

ービスおよびケーブルインターネットサービスの提供を受けている場合は、第１種定期契約

の申出を当社が承諾した日）の属する暦月（暦月１日以外の場合は、暦月の翌月とします。）

の初日から起算して２年が経過することとなる暦月の末日（以下「満了日」といいます。）

をもって満了となる契約のことをいいます。 

イ 第1種定期契約は１のキャッチインターネット契約者回線に限り適用します。 

ウ 当社は第10条第2項の規定による場合、第1種定期契約の申込を承諾しないことがあります。 

（２）割引額 

ア 本契約を締結した場合は、次表に定める割引額を適用します。 

  ・光ハイブリッドライト（5Mコース） 割引額 600円/月額（税込） 

イ 第1種定期契約の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用しま

す。なお、契約解除日が暦月末日以外の場合は、暦月の前月までの適用とします。 

（３）第1種定期契約の更新および解除 

ア 当社は、第１種定期契約が満了した場合は、満了日の翌日に第１種定期契約を更新します。 

イ 当社は、次の場合には、第1種定期契約の解除を行ないます。 

（１）キャッチインターネット契約者がデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サービス

およびキャッチインターネットサービスのうちいずれかまたは全部の解約を行なう場合 

（２）キャッチインターネット契約者がケーブルプラス電話サービスの一時中断を行なう場合 

（３）キャッチインターネット契約者がキャッチインターネットサービスの利用の休止を行な

う場合 

（４）キャッチインターネット契約者がデジタル放送サービスの休止を行なう場合 

（５）当社がデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サービスおよびキャッチインターネ

ットサービスのうちいずれかまたは全部の解除を行なう場合 

（６）当社がデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サービスおよびキャッチインターネ

ットサービスのうちいずれかまたは全部の利用の停止を行なう場合 

ウ キャッチインターネット契約者は、第1種定期契約の満了日前日以前の日に第1種定期契約

の解除を行なう場合、第1種定期契約に係る解除料21,000円（税込）の支払いを要します。 

ただし初回満了日以降の第1種定期契約の解除についてはこの限りではありません。 

エ 当社は、放送サービス約款、ケーブルプラス電話加入規約で定める第1種定期契約に係る解

除料を重複して加算することはありません。 

オ キャッチインターネット契約者は、ウの規定にかかわらず、次の場合には、第1種定期契約

に係る解除料の支払いを要しません。 

（１）キャッチインターネット契約者が、転居によりデジタル放送サービス、ケーブルプラス

電話サービスおよびキャッチインターネットサービスの解約を行なう場合であって、解約と

同時に当社または別記に定める特定事業者が提供するサービスの申込を行なう場合 
（２）キャッチインターネット契約者が、ケーブルインターネットからネクストインターネットへ品

目変更の申し出をし、当社がこれを承諾した場合 

（４）細目変更及びコース変更時の取扱い 

 ア 当社は、次の場合には（２）割引額に定める割引は適用いたしません。 

  なおその場合であっても、第１種定期契約は解除されないものとします。 

（１）キャッチインターネット契約者がキャッチインターネットサービスについて、他のキャッ

チインターネットサービス（5Mコースは除きます。）への細目変更を行う場合 

（２）放送サービス加入者がデジタル放送サービスについて、他のコースへ変更を行う場合 

（５）本定期契約については、平成23年10月1日より適用を開始します。 
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 1-3 料金額（ケーブルインターネットに関するもの） 

   (1) 基本料 

 

 (2) 第１種定期契約に係る基本料 

サービス

の細目 
内容 単位 料金額（月額） 

1Mbps 

接続機器から取扱所交換設備への伝

送方向については最大概ね1Mbps、取

扱所交換設備から接続機器への伝送

方向については最大概ね1Mbpsまで

の伝送速度による通信が可能なもの 

1キャッチインター

ネット契約者回線

ごとに 

タイプ1 

2,940円（本体

価格2,800円） 

16Mbps 

接続機器から取扱所交換設備への伝

送方向については最大概ね2Mbps、取

扱所交換設備から接続機器への伝送

方向については最大概ね16Mbpsまで

の伝送速度による通信が可能なもの 

1キャッチインター

ネット契約者回線

ごとに 

タイプ1 

4,725円（本体

価格4,500円） 

120Mbps 

接続機器から取扱所交換設備への伝

送方向については最大概ね10Mbps、

取扱所交換設備から接続機器への伝

送方向については最大概ね120Mbps

までの伝送速度による通信が可能な

もの 

1キャッチインター

ネット契約者回線

ごとに 

タイプ1 

5,250円（本体

価格5,000円） 

270Mbps 

接続機器から取扱所交換設備への伝

送方向については最大概ね10Mbps、

取扱所交換設備から接続機器への伝

送方向については最大概ね270Mbps

までの伝送速度による通信が可能な

もの 

1キャッチインター

ネット契約者回線

ごとに 

タイプ1 

5,880円（本体

価格5,600円） 

備考 

1のメールアドレスの利用、150MBのホームページ公開機能の利用を含みます。 

サービス

の品目 
内容 単位 料金額（月額） 

5Mbps 

接続機器から取扱所交換設備への伝

送方向については最大概ね1Mbps、取

扱所交換設備から接続機器への伝送

方向については最大概ね5Mbpsまで

の伝送速度による通信が可能なもの 

（本品目については、第１種定期契

約の申込をしたキャッチインターネ

ット契約者のみ提供します） 

1キャッチインター

ネット契約者回線

ごとに 

3,144円（本体

価格2,995円） 

備考 

1のメールアドレスの利用、150MBのホームページ公開機能の利用を含みます。 
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2 付加機能使用料（ケーブルインターネットに関するもの） 

 

 2-1 適用 

   付加機能使用料の適用については、第30条（料金の支払義務）に定めるところによります。

この場合において、同条により支払いを要する料金の額は、2-3（料金額）の規定の額と

します。 

 

 2-2 付加機能の種類 

種類 提供条件 

電子メール機

能 

電子メール（メールのアドレ

ス（以下「メールアドレス」

といいます。）を使用してキ

ャッチインターネット取扱所

に設置するメール蓄積装置に

よりメールの蓄積、再生又は

転送等を行うことができるサ

ービスをいいます。以下同じ

とします。）を利用すること

ができる機能をいいます。 

(1)当社は、キャッチインターネ

ット契約者からの請求に基づ

き、当社が別に定めるところ

により、メールアドレス割当

てを行います。 

(2)当社は、キャッチインターネ

ット契約者からの請求があっ

たときは、当社が別に定める

ところにより、メールアドレ

スの追加、変更、その他電子

メールの利用内容の変更を行

います。 

(3)利用できるメールアドレス

 の数量は当社が別に定めると

 ころによります。 

(4)電子メールとして蓄積でき

 る通信の情報量（以下この表

 において「メール蓄積容量」

 といいます。）は当社が別に

 定めるところによります。 

(5)当社は、技術上又は業務の遂

行上やむを得ない理由がある

ときは、メールアドレスを変

更していただくことがありま

す。 

(6)当社は(5)の規定によりメー

ルアドレスを変更するとき

は、あらかじめ、そのことを

キャッチインターネット契約

者にお知らせします。 

ホームページ

公開機能 

キャッチインターネット契約

者が、ホームページ（情報公

開のためのデータベースをい

います。以下同じとします。）

を使用してキャッチインター

ネット取扱所に設置する情報

蓄積装置により情報の蓄積お

よび公開を行う機能をいいま

す。 

(1)当社は、キャッチインターネ

ット契約者の１の電子メール

機能につき１のホームページ

公開機能を提供します。 

(2)蓄積できるホームページの

容量は当社が別に定めるとこ

ろによります。 
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メールウイル

スチェック機

能 

キャッチインターネット取扱

所に設置するメール蓄積装置

に蓄積又は、蓄積装置より他

のメールアドレスに向け送信

される電子メールにコンピュ

ータウイルスが添付されてい

ないか検査を行い、ウイルス

が添付されていると当社が確

認した場合、そのウイルスの

除去や、電子メールの蓄積又

は送信された電子メールを削

除することができる機能をい

います。 

(1)当社は、キャッチインターネ

ット契約者からの当社が別に

定めるところによる請求に基

づき、機能設定を行います。 

(2)当社は、技術上又は業務の遂

行上やむを得ない理由がある

ときは、サービスを中断する

ことがあります。 

(3)本機能の提供条件等は当社

が別に定めるところによりま

す。 

迷惑メールチ

ェック機能 

キャッチインターネット取扱

所に設置するメール蓄積装置

に蓄積される電子メールがキ

ャッチインターネット契約者

の受信を意図しない、もしく

は受信を希望しない内容であ

ると、当社が統計的かつ機械

的に判定した場合、電子メー

ルの件名に迷惑メールである

旨の特定の文字列を挿入する

機能をいいます。 

(1)本機能は、電子メール機能に

対し標準で提供いたします。 

(2)キャッチインターネット契

約者からの当社が別に定める

ところによる請求に基づき、

機能解除を行います。 

(2)当社は、技術上又は業務の遂

行上やむを得ない理由がある

ときは、サービスを中断する

ことがあります。 

(3)本機能の提供条件等は当社

が別に定めるところによりま

す。 

IPフォンサー

ビス 

当社が別に定めるIPフォン利

用規約によります。 

当社が別に定めるIPフォン利用 

規約によります。 

PCプロテクシ

ョンプラスサ

ービス 

ウイルス駆除を含みインター

ネット上の様々な危険からパ

ソコンを守る機能を持ったア

プリケーションをキャッチイ

ンターネット契約者のコンピ

ュータにインストールし利用

することをいいます。 

(1) 当社が別に定めるPCプロテ

クションプラスサービス利用

規約によります。 

(2) 本機能の提供条件等は当社

が別に定めるところによりま

す。 

  ※上記付加機能のうち、当社ホームページ上でキャッチインターネット契約者により電子的

手段で機能設定を行うことができるものについて、当社よりキャッチインターネット契約

者に発行する基本ID及び基本IDパスワードにより、その行為がキャッチインターネット契

約者による真性な手続きであると確認を行うものとします。 
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 2-3 料金額 

 

区分 単位 最大単位 料金額（月額） 

電子メール機能 
1のメールアドレス

追加ごとに 

30メールアド

レスまで 

315円（本体価格

300円） 

メールウイルスチェッ

ク機能 

1のメールアドレス

ごとに 

30メールアド 

レスまで 

315円（本体価格

300円） 

IPフォンサービス 

当社が別に定めるIP

フォン利用規約によ

ります。 

当社が別に定

めるIPフォン

利用規約によ

ります。 

当社が別に定め

るIPフォン利用

規約によりま

す。 

PCプロテクションプラ

スサービス 

１の使用ライセンス

追加ごとに 

30ライセンス

まで 

420円（本体価格

400円） 

 

3 手続きに関する料金 

 

 3-1 適用 

   手続きに関する料金の適用については、第31条（手続きに関する料金の支払義務）に定め

るところによります。この場合において、同条により支払いを要する料金の額は、3-2（料

金額）の規定の額とします。 

 

 3-2 料金額 

区分 単位 料金額 

契約手数料 

第10条（キャッチインターネ

ット申込の承諾）により申し

込みを当社が承諾の場合 

840円（本体価

格800円） 

放送サービス若しくはケーブルプラス電話サービス、またはその両方と合わ

せて申し込みを行い、当社が承諾した場合は、単一の契約がなされたものと

みなします。 

また、既に放送サービス、ケーブルプラス電話サービスのいずれかを契約し

ている場合は、本手数料は適用しません。 

付加機能追加・変更手

数料 

メールアドレス追加・変更の

手続き1回ごと 

315円（本体価

格300円） 

キャッチインターネット契約の締結と同時に手続きを行った場合及び当社

所定の電子的手段による場合は、この限りではありません。 

コース変更手数料 

サービスの細目を変更する手

続き1回ごと 

（ただし第１種定期契約締結

と同時の場合は適用しませ

ん） 

1,050円（本体

価格1,000円） 
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メールアドレスパス

ワード再発行手数料 
再発行手続き1回ごと 

315円（本体価

格300円） 

※メールアドレスパスワードとは、当社のメール蓄積装置よりメールを再生

又は転送等を行う際にその行為が真性であると確認するために用いる符号

をいいます。 

基本IDパスワード再

発行手数料 
再発行手続き1回ごと 

315円（本体価

格300円） 

※基本IDパスワードとは、キャッチインターネット契約者がメールアドレス

の追加・廃止等、当社所定の付加サービスを電子的手段により設定を行う際

に、その行為が真性であると確認するために用いる符号をいいます。 

IPフォン登録料 
当社が別に定めるIPフォン利

用規約によります。 

当社が別に定

めるIPフォン

利用規約によ

ります。 

 

第3表 料金（ネクストインターネットに関するもの） 

 

1 定額利用料 

 1-1 適用 

   定額利用料の適用については、第30条（料金の支払義務）に定めるところによります。こ

の場合において、同条により支払いを要する料金の額は、2-2（料金額）の規定の額とし

ます。 

区分 内容 

最低利用期間内

にキャッチイン

ターネット契約

の解除等があっ

た場合の料金の

適用 

ア キャッチインターネットサービスには最低利用期間があり

ます。 

イ キャッチインターネット契約者は、最低利用期間内にキャ

ッチインターネット契約の解除があった場合は、第30条（料

金の支払義務）及び料金表の規定にかかわらず、残余の期

間に対応する料金（定額利用料とします。）に相当する額

を、一括して支払っていただきます。 

細目の変更を行

った場合の料金

の適用 

ア キャッチインターネットサービスには1-3（料金額）（ネク

ストインターネットに関するもの）（１）基本料に定める

サービスの細目があります。 

イ キャッチインターネット契約者は、細目の変更を当社に請

求することができます。当社はこの請求に基づき暦月単位

で細目の変更を行います。 

ウ 接続機器の交換などにより、イの対応が困難と当社が判断

した場合は、可能な限り速やかに品目の変更を行うものと

し、この場合は1-3（料金額）（ネクストインターネットに

関するもの）（１）基本料に定める月額料金額をその利用

日数に応じて日割した料金に相当する額を、一括して支払

っていただきます。 

 

 1-2 長期継続利用の申し出に係る料金の適用 

 ■第1種長期継続利用（長割（ながわり）） 

（１）定義等 
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 ア 第1種長期継続利用とは、本約款に定めるキャッチインターネット（ネクストインターネッ

トサービスに限ります。以下同じとします。）契約者より次項に規定する期間の継続利用（以

下この欄において「長期継続利用」といいます。）の申出があった場合には、キャッチイン

ターネットサービスの提供を開始した日（以下この欄において「サービス開始日」といいま

す。）の属する暦月（暦月１日以外の場合は、暦月の翌月とします。）の初日から起算して

次項に定める期間が経過することとなる暦月の末日（以下「満了日」といいます。）まで（た

だし、サービス開始日以降に長期継続利用の申出があった場合は、申出があった日の翌料金

月の初日からサービス開始日を起算日として起算日を含む満了日までとします。）、定額利

用料について次項に規定する額を減額します。ただし、定額利用料が日割になる場合につい

ては、減額は適用されません。 

イ 第1種長期継続利用は１のキャッチインターネット契約者回線に限り適用します。 

ウ 当社は第10条第2項の規定による場合、第1種長期継続利用の申し出を承諾しないことがあ

ります。 

（２）割引額 

ア 第1種長期継続利用の申し出があった場合は、申し出の期間に応じ次表に定める割引額を定

額利用料に適用します。 

  ・継続利用期間 2年 割引額 840円/月額（税込） 

イ 第1種長期継続利用の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用

します。なお、契約解除日が暦月末日以外の場合は、暦月の前月までの適用とします。 

 

（３）第1種長期継続利用の更新および解除 

ア 当社は、第１種長期継続利用が満了した場合は、満了日の翌日に第１種長期継続利用を更

新します。 

イ 当社は、次の場合には、第1種長期継続利用の解除を行ないます。 

（１）キャッチインターネット契約者がキャッチインターネットサービスの解約を行なう場合 

（２）キャッチインターネット契約者がキャッチインターネットサービスの利用の休止を行な

う場合 

（３）当社がキャッチインターネットサービスの契約の解除を行なう場合 

（４）当社がキャッチインターネットサービスの利用の停止を行なう場合 

ウ キャッチインターネット契約者は、第1種長期継続利用の満了日前日以前の日に第1種長期

継続利用の解除を行なう場合、解除料21,000円（税込）の支払いを要します。 

ただし初回満了日以降の第1種長期継続利用の解除についてはこの限りではありません。 

エ キャッチインターネット契約者は、ウの規定にかかわらず、次の場合には、第1種長期継続

利用に係る解除料の支払いを要しません。 

（１）キャッチインターネット契約者が、転居によりキャッチインターネットサービスの解約

を行なう場合であって、解約と同時に当社または別記に定める特定事業者が提供するサービ

スの申込を行なう場合 

（４）細目変更時の取扱い 

 ア 当社は、キャッチインターネット契約者がキャッチインターネットサービスの細目の変更を

行った場合でも長期継続利用における起算日は変更いたしません。 
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 1-3 料金額（ネクストインターネットに関するもの） 

   (1) 基本料 

サービス

の細目 
内容 単位 料金額（月額） 

30Mbps 

接続機器から取扱所交換設備への伝

送方向については最大概ね30Mbps、

取扱所交換設備から接続機器への伝

送方向については最大概ね30Mbpsま

での伝送速度による通信が可能なも

の 

1キャッチインター

ネット契約者回線

ごとに 

4,830円（本体

価格4,600円） 

300Mbps 

接続機器から取扱所交換設備への伝

送方向については最大概ね300Mbps、

取扱所交換設備から接続機器への伝

送方向については最大概ね300Mbps

までの伝送速度による通信が可能な

もの 

1キャッチインター

ネット契約者回線

ごとに 

5,943円（本体

価格5,660円） 

300Mbps 

ﾌｧﾐﾘｰ 

接続機器から取扱所交換設備への伝

送方向については最大概ね300Mbps、

取扱所交換設備から接続機器への伝

送方向については最大概ね300Mbps

までの伝送速度による通信が可能な

もの 

備考の規定に加え4のメールアドレ

ス、PCプロテクションプラス１ライ

センスを含む 

1キャッチインター

ネット契約者回線

ごとに 

6,751円（本体

価格6,430円） 

１Gbps 

接続機器から取扱所交換設備への伝

送方向については最大概ね1Gbps、取

扱所交換設備から接続機器への伝送

方向については最大概ね1Gbpsまで

の伝送速度による通信が可能なもの 

1キャッチインター

ネット契約者回線

ごとに 

10,762円（本

体価格10,250

円） 

備考 

1のメールアドレスの利用、150MBのホームページ公開機能の利用を含みます。 



 28 

2 付加機能使用料（ネクストインターネットに関するもの） 

 

 2-1 適用 

   付加機能使用料の適用については、第30条（料金の支払義務）に定めるところによります。

この場合において、同条により支払いを要する料金の額は、2-3（料金額）の規定の額と

します。 

 

 2-2 付加機能の種類 

種類 提供条件 

電子メール機

能 

電子メール（メールのアドレ

ス（以下「メールアドレス」

といいます。）を使用してキ

ャッチインターネット取扱所

に設置するメール蓄積装置に

よりメールの蓄積、再生又は

転送等を行うことができるサ

ービスをいいます。以下同じ

とします。）を利用すること

ができる機能をいいます。 

(1)当社は、キャッチインターネ

ット契約者からの請求に基づ

き、当社が別に定めるところ

により、メールアドレス割当

てを行います。 

(2)当社は、キャッチインターネ

ット契約者からの請求があっ

たときは、当社が別に定める

ところにより、メールアドレ

スの追加、変更、その他電子

メールの利用内容の変更を行

います。 

(3)利用できるメールアドレス

 の数量は当社が別に定めると

 ころによります。 

(4)電子メールとして蓄積でき

 る通信の情報量（以下この表

 において「メール蓄積容量」

 といいます。）は当社が別に

 定めるところによります。 

(5)当社は、技術上又は業務の遂

行上やむを得ない理由がある

ときは、メールアドレスを変

更していただくことがありま

す。 

(6)当社は(5)の規定によりメー

ルアドレスを変更するとき

は、あらかじめ、そのことを

キャッチインターネット契約

者にお知らせします。 

ホームページ

公開機能 

キャッチインターネット契約

者が、ホームページ（情報公

開のためのデータベースをい

います。以下同じとします。）

を使用してキャッチインター

ネット取扱所に設置する情報

蓄積装置により情報の蓄積お

よび公開を行う機能をいいま

す。 

(1)当社は、キャッチインターネ

ット契約者の１の電子メール

機能につき１のホームページ

公開機能を提供します。 

(2)蓄積できるホームページの

容量は当社が別に定めるとこ

ろによります。 
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メールウイル

スチェック機

能 

キャッチインターネット取扱

所に設置するメール蓄積装置

に蓄積又は、蓄積装置より他

のメールアドレスに向け送信

される電子メールにコンピュ

ータウイルスが添付されてい

ないか検査を行い、ウイルス

が添付されていると当社が確

認した場合、そのウイルスの

除去や、電子メールの蓄積又

は送信された電子メールを削

除することができる機能をい

います。 

(1)当社は、キャッチインターネ

ット契約者からの当社が別に

定めるところによる請求に基

づき、機能設定を行います。 

(2)当社は、技術上又は業務の遂

行上やむを得ない理由がある

ときは、サービスを中断する

ことがあります。 

(3)本機能の提供条件等は当社

が別に定めるところによりま

す。 

迷惑メールチ

ェック機能 

キャッチインターネット取扱

所に設置するメール蓄積装置

に蓄積される電子メールがキ

ャッチインターネット契約者

の受信を意図しない、もしく

は受信を希望しない内容であ

ると、当社が統計的かつ機械

的に判定した場合、電子メー

ルの件名に迷惑メールである

旨の特定の文字列を挿入する

機能をいいます。 

(1)本機能は、電子メール機能に

対し標準で提供いたします。 

(2)キャッチインターネット契

約者からの当社が別に定める

ところによる請求に基づき、

機能解除を行います。 

(2)当社は、技術上又は業務の遂

行上やむを得ない理由がある

ときは、サービスを中断する

ことがあります。 

(3)本機能の提供条件等は当社

が別に定めるところによりま

す。 

PCプロテクシ

ョンプラスサ

ービス 

ウイルス駆除を含みインター

ネット上の様々な危険からパ

ソコンを守る機能を持ったア

プリケーションをキャッチイ

ンターネット契約者のコンピ

ュータにインストールし利用

することをいいます。 

(1) 当社が別に定めるPCプロテ

クションプラスサービス利用

規約によります。 

(2) 本機能の提供条件等は当社

が別に定めるところによりま

す。 

宅内WiFi（無線

LAN）ルータレ

ンタル 

無線ＬＡＮ親機機能を用い

て、IEEE802.11b,IEEE802.11

g,IEEE802.11nに係る無線Ｌ

ＡＮ通信を行うことができる

機能及びルータ機能を有する

機器を提供することをいいま

す。 

(1)当社が別に定める宅内WiFi

（無線LAN）ルータレンタル利

用規約によります。 

(2)本サービスの提供条件等は

当社が別に定めるところによ

ります。 

  ※上記付加機能のうち、当社ホームページ上でキャッチインターネット契約者により電子的

手段で機能設定を行うことができるものについて、当社よりキャッチインターネット契約

者に発行する基本ID及び基本IDパスワードにより、その行為がキャッチインターネット契

約者による真性な手続きであると確認を行うものとします。 
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 2-3 料金額 

 

区分 単位 最大単位 料金額（月額） 

電子メール機能 
1のメールアドレス

追加ごとに 

30メールアド

レスまで 

315円（本体価格

300円） 

メールウイルスチェッ

ク機能 

1のメールアドレス

ごとに 

30メールアド 

レスまで 

315円（本体価格

300円） 

PCプロテクションプラ

スサービス 

１の使用ライセンス

追加ごとに 

30ライセンス

まで 

420円（本体価格

400円） 

宅内WiFi（無線LAN）ル

ータレンタル 

宅内WiFiルータ1台

ごとに 
1台まで 

0円（本体価格0

円） 
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3 手続きに関する料金 

 

 3-1 適用 

   手続きに関する料金の適用については、第31条（手続きに関する料金の支払義務）に定め

るところによります。この場合において、同条により支払いを要する料金の額は、4-2（料

金額）の規定の額とします。 

 

 3-2 料金額 

区分 単位 料金額 

契約手数料 

第10条（キャッチインターネ

ット申込の承諾）により申し

込みを当社が承諾の場合 

840円（本体価

格800円） 

放送サービス若しくはケーブルプラス電話サービス、またはその両方と合わ

せて申し込みを行い、当社が承諾した場合は、単一の契約がなされたものと

みなします。 

また、既に放送サービス、ケーブルプラス電話サービスのいずれかを契約し

ている場合は、本手数料は適用しません。 

付加機能追加・変更手

数料 

メールアドレス追加・変更の

手続き1回ごと 

315円（本体価

格300円） 

キャッチインターネット契約の締結と同時に手続きを行った場合及び当社

所定の電子的手段による場合は、この限りではありません。 

コース変更手数料 

サービスの細目を変更する手

続き1回ごと 

（ただし第１種定期契約締結

と同時の場合は適用しませ

ん） 

1,050円（本体

価格1,000円） 

メールアドレスパス

ワード再発行手数料 
再発行手続き1回ごと 

315円（本体価

格300円） 

※メールアドレスパスワードとは、当社のメール蓄積装置よりメールを再生

又は転送等を行う際にその行為が真性であると確認するために用いる符号

をいいます。 

基本IDパスワード再

発行手数料 
再発行手続き1回ごと 

315円（本体価

格300円） 

※基本IDパスワードとは、キャッチインターネット契約者がメールアドレス

の追加・廃止等、当社所定の付加サービスを電子的手段により設定を行う際

に、その行為が真性であると確認するために用いる符号をいいます。 

宅内WiFi（無線LAN）

ルータレンタル初期

手数料 

機器貸出時ごと 
5,250円（本体

価格5000円） 

※キャッチインターネット契約の申込もしくはケーブルインターネットか

らの品目変更の申込と同時に申込があった場合は、本手数料は適用いたしま

せん。 
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別表1 基本的な技術事項 

 

区別 技術基準 技術的条件 

キャッチインターネ

ットサービス 

端末設備等規則（昭和60年

郵政省令31号） 

IEEE802.3の技術的条件 

 

 

別表2 物理的条件および相互接続回路の条件 

 

項目 規格 

物理的条件 IEEE802.3 10BASE-Tおよび100BASE-TX（RJ-45 8pin） 

伝送方式 ベースバンド方式 

符号化方式 マンチェスタ符号化方式 

電気的条件 ISO/IEC8802-3に準拠 

 

項目 規格 

物理的条件 IEEE802.3 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T（RJ-45 8pin） 

伝送方式 ベースバンド方式 

符号化方式 マンチェスタ符号化方式 

電気的条件 ISO/IEC8802-3に準拠 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正届出料金表は平成13年9月1日より実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正届出料金表は平成14年7月1日より実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正届出料金表は平成14年11月1日より実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正届出料金表は平成15年6月1日より実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正届出料金表は平成15年9月1日より実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正届出料金表は平成15年12月1日より実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正届出料金表は平成16年4月1日より実施します。 
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（料金等の支払い等に関する経過措置） 

 この改正届出料金表実施以前に、当社が当社のケーブルインターネットサービス届出料金表（平

成15年9月1日実施）の規定により、当社と「スキッププラン」の契約を締結している者は、その債

務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正料金表は平成16年7月1日より実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正料金表は平成16年11月1日より実施します。 

 

（サービス品目変更に関する経過措置） 

 この改正料金表実施以前に、当社が当社のケーブルインターネットサービス料金表（平成16年7

月1日実施）の規定により、当社と「768kbps/1Mbps」の契約を締結している者は、「1Mbps」とし

ます。また、当社と「768kbps/8Mbps」の契約を締結している者は、「8Mbps」とします。また、当

社と「2Mbps/16Mbps」の契約を締結している者は、「16Mbps」とします。また、当社と「5Mbps/3

0Mbps」の契約を締結している者は、「30Mbps」とします。また、当社と「1024kbps/1024bps（ホ

ームラン）」の契約を締結している者は、「ホームラン」とします。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正料金表は平成17年4月1日より実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正料金表は平成17年7月1日より実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正料金表は平成17年12月1日より実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正料金表は平成18年11月1日から実施します。 

 

（料金の支払いに関する経過措置） 

この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったケーブルインターネットサー 

ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

（サービス品目変更に関する経過措置） 

この改正規定実施の際現に、料金表第１表第２（定額利用料）の2-2料金額(1)基本料に規定す

る適用を受けている契約者が、その適用を廃止した場合に支払いを要する額については、改正前

の規定により適用された料金額に係る部分に限り、次表により算出します。 
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※他サービス品目から本品目への変更はできません。 

 

 

附則 

（実施期日） 

この改正料金表は平成19年3月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正料金表は平成19年4月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正料金表は平成19年5月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正料金表は平成19年10月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正料金表は平成21年1月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正料金表は平成21年10月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正料金表は平成22年3月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正料金表は平成22年8月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正料金表は平成22年10月1日から実施します。 

 

（料金の支払いに関する経過措置） 

この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったケーブルインターネットサー 

ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

（サービス品目変更に関する経過措置） 

8Mbps 

接続機器から取扱所交換設備への伝

送方向については最大概ね1Mbps、取

扱所交換設備から接続機器への伝送

方向については最大概ね8Mbpsまで

の伝送速度による通信が可能なもの 

1ケーブルインター

ネット契約者回線

ごとに 

タイプ1 

4,567円（本体

価格4,350円） 

タイプ2 

4,830円（本体価

格4,600円） 
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この改正規定実施の際現に、料金表第１表第２（定額利用料）の2-2料金額(1)基本料に規定す

る適用を受けている契約者が、その適用を廃止した場合に支払いを要する額については、改正前

の規定により適用された料金額に係る部分に限り、次表により算出します。 

※他サービス品目から本品目への変更はできません。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正料金表は平成23年4月1日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正料金表は平成23年9月22日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正料金表は平成24年4月1日から実施します。 

 

（経過措置） 

 「ケーブルインターネットサービス料金表」は「キャッチインターネットサービス料金表」と

して改正し、ケーブルインターネットサービスは、キャッチインターネットサービスの品目とし

て提供することとします。 

 この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、

なお従前のとおりとします。 

 

（サービス品目変更に関する経過措置） 

この改正規定実施の際現に、料金表第2表料金（ケーブルインターネットに関するもの）1 定額

利用料 料金額(1)基本料に規定する適用を受けているキャッチインターネット契約者が、その

適用を廃止した場合に支払いを要する額については、改正前の規定により適用された料金額に係

る部分に限り、次表により算出します。 

30Mbps 

接続機器から取扱所交換設備への伝

送方向については最大概ね5Mbps、取

扱所交換設備から接続機器への伝送

方向については最大概ね30Mbpsまで

の伝送速度による通信が可能なもの 

1ケーブルインター

ネット契約者回線

ごとに 

タイプ1 

5,040円（本体

価格4,800円） 

タイプ2 

5,302円（本体

価格5,050円） 
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料金額（ケーブルインターネットに関するもの） 

   (1) 基本料 

 

 

サービス

の細目 
内容 単位 料金額（月額） 

1Mbps 

接続機器から取扱所交換設備への伝

送方向については最大概ね1Mbps、取

扱所交換設備から接続機器への伝送

方向については最大概ね1Mbpsまで

の伝送速度による通信が可能なもの 

1キャッチインター

ネット契約者回線

ごとに 

タイプ2 

3,202円（本体価

格3,050円） 

16Mbps 

接続機器から取扱所交換設備への伝

送方向については最大概ね2Mbps、取

扱所交換設備から接続機器への伝送

方向については最大概ね16Mbpsまで

の伝送速度による通信が可能なもの 

1キャッチインター

ネット契約者回線

ごとに 

タイプ2 

4,987円（本体

価格4,750円） 

120Mbps 

接続機器から取扱所交換設備への伝

送方向については最大概ね10Mbps、

取扱所交換設備から接続機器への伝

送方向については最大概ね120Mbps

までの伝送速度による通信が可能な

もの 

1キャッチインター

ネット契約者回線

ごとに 

タイプ2 

5,512円（本体

価格5,250円） 

270Mbps 

接続機器から取扱所交換設備への伝

送方向については最大概ね10Mbps、

取扱所交換設備から接続機器への伝

送方向については最大概ね270Mbps

までの伝送速度による通信が可能な

もの 

1キャッチインター

ネット契約者回線

ごとに 

タイプ2 

6,142円（本体

価格5,850円） 

備考 

1のメールアドレスの利用、150MBのホームページ公開機能の利用を含みます。 


